
国土交通大臣 石井啓一 殿 

   羽田空港増便にともなう新低空飛行計画の中止を求める署名 

 国土交通省は、2020 年に外国人観光客を 4000 万人へ増加させる、国際競争力強化と経済

効果アップなどのため、羽田空港の国際便を年 3.9 万便増便する計画を進めています。この

ため東京都心、埼玉県、神奈川県川崎市に新低空飛行ルートを計画し準備を進めています。 

計画によれば羽田空港で南風運用の時は、午後 3 時から 7 時の間、着陸機が埼玉から都

心低空を 1 時間当たり 44 便が飛来します。また、同時間帯に川崎コンビナートの上を 1 時

間当たり 20 便の離陸機が飛びます。北風運用では、離陸機が午前 7 時から 11 時半と午後 3

時から 7 時の合計 8 時間半の間、1 時間当たり 22 便（最大 23 便）が荒川に沿って江東区や

江戸川区の低空を飛ぶことになります。 

この増便計画が実施されれば、絶え間ない騒音、航空機からの落下物、重大事故の危険、

大気汚染など、住民生活の安心・安全が脅かされ、資産価値の低下など様々な問題が生じ

ます。とくに人命にかかわる落下物は、今年 3 月に国土交通省が発表した「落下物対策総

合パッケージ」でも落下物ゼロを確約できず、住民は大きな不安を抱えることになります。 

旧羽田空港の沖合移転が決まった際、「航空機は海から入り海に出る」というルールが確

立し、「内陸は 6000 フィート以下では飛ばない」「石油コンビナート上空は飛ばさない」こ

とが守られてきました。今回の低空飛行ルートはこのルールを一方的に破棄するもので容

認できません。 

 住民の生活環境破壊と命の危険をともなう新低空飛行計画を中止するよう求めます。 

 

要請事項 

一、 羽田空港増便にともなう新低空飛行計画を中止してください 

  氏   名       住        所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   呼びかけ団体 羽田増便による都心低空飛行計画に反対する東京連絡会 

              連絡先： 品川（秋田 090-8022-5028）  港（増間 090-4523-0338） 

                  江戸川（太田 090-4927-9986） 江東（松橋 090-2527-1144） 

 署名取扱い団体：としまの空を考える会  代表吉田雅明 

         東京都豊島区高松 1－16－1 アビタシオンロセオ 3階（090－1663－4538） 


